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税理士法人  水無瀬野
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『欣求浄土』の書をいただきました編集後記

　　

　　

ＦＰ（ファイナンシャルプランナー） は

夢の実現をお手伝いする家計のホームドクター 
　　　　　　

〇Ｒ

®

ＦＰに相談できること

税理士法人水無瀬野では

　人生を考える上でライフプランの必要性を認識してお
ります。人生１００年時代に､年金制度や高年齢雇用
安定法の改正による年金の受取り方や働き方の変化
に対応するため、健康、生きがい、お金の３つの面を検
討することが重要となってきます。　　　　　　　　　　　　　
　税理士法人水無瀬野もファイナンシャルプランナー
業務の充実を図りたいと思っております。お客様のニー
ズもあり、ライフプランの設計、年金の繰下げ支給、退
職所得の受取り方法など様々なお問い合わせを頂い
ております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 
　ファイナンシャルプランナーの最高峰である ＣＦＰ 　
を、佐藤龍、佐橋賀永子の２名が資格取得し､令和５
年からは､難波孝朗を含め３名体制で皆様方のニー
ズに応えて参ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　例えば、不動産運用、保険活用、ライフプラン、税
金、相続などのご相談を承っております。お客様一人
ひとりのライフスタイルが異なります。一人ひとりの生きが
いをお聞きしながらライフプランの作成をさせていただきま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　人生一回切り！楽しいことをたくさんしながら、幸せな
生活を一緒に過ごしましょう。身も心も元気になり、日々
の生活も活動的になれるよう、小さな目標から達成感
を味わいながら、充実した人生を送りましょう。　　　　　　
　人生１００年時代、健康、生きがい、お金の３つの項

目を一緒に考えていきましょう。どんな暮らしが幸せかを
資金計画をふまえて、一度相談してみようと思われる
かたは、是非お気軽にお電話ください。　　　　　　　　　
　税理士法人水無瀬野は、日々成長して参ります。
難波孝朗自身もお客様に役立つ資格の取得を目指
しながら、お客様に寄り添ったサービスを提供させてい
ただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この年になって生きがいとは何かと未だに悩んでおり
ますが、「生涯たくさんの人とかかわりながら、健康で､
楽しみながら働き続けることかな」と思うようになってきまし
た。働くという文字は人が重なり合って力を合わせると
書きます。スタッフ全員でお客様に喜んでいただくという
目標にみんなで力を合わせて、達成感を味わうことが
生きがいのように思っております。一人だけ資格を取得
しても、仕事をしても寂しさを感じます。スタッフ全員で業
務や資格を頑張れば、喜びも増幅されます。　　　　　
　今年のゴールデンウイークは７日間程あります。人生
エンジョイで過ごしましょう。今後ともご指導ご鞭撻よろしく
お願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年 ５月吉日　
　　　　　　　　　　　　　　　　税理士法人 水無瀬野　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　難波　孝朗  　
　　　　　　　　　　(行政書士・社会保険労務士・ＦＰ）

2023年 5月の主な予定

◆5月10日 (水）◆ ◆ 随時 ◆
・雇用保険の資格取得又は資格喪失届
・社会保険の資格取得又は資格喪失届
・賞与支払届

・5月分源泉所得税の納付
 

　

ＦＰ業務の必要性！

● インボイス制度に支援措置があります！

● ＦＰは夢の実現をお手伝いする家計のホームドクター®

◆条例で定める日◆
・自動車税（種別割）の納付
　

 

　

お客様より素敵な書をいただきました。
事務所に飾っておりますので、皆様是非
　　　　　　　ご来所いただき、ご覧に
　　　　　　　なってください。
　　　　　　　美味しいお茶をご用意し
　　　　　　　て、スタッフ一同お待ち
　　　　　　　しております。
　　　　　　　　　　　　
　

大
河
ド
ラ
マ
『
ど
う
す
る
家
康
』
で
も
お
な
じ
み

『
欣
求
浄
土
（
ご
ん
ぐ
じ
ょ
う
ど
）』。

意
味
は
「
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
」
だ
そ
う

で
す
。

　結婚する、家を建てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす…など、わたし
たちの将来の夢や目標をかなえるためには、まず、実現までの計画をしっかり立て
ることが大切です。この人生設計が「ライフプラン」です。
　そして、わたしたちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側
面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。
　
　これらの計画を立てるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、
年金制度などの幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、わたしたちの夢や目標がかなう
ように一緒に考え、サポートするパートナー、いわば、
「家計のホームドクター ®」のような存在がファイナ
ンシャル・プランナー（FP）です。
ＦＰは、以下のような幅広いくらしとお金の相談に
のり、総合的に生活設計を行っていきます。

　

　

　家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの
見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関す
ることなどを、相談することができます。相談内容によっては、各分野の専門家との
ネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行っていくこともあります。

　税理士法人水無瀬野には、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）の中でも､「世界が
認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるＣＦＰ®認定者が３名
います。ちょっとした疑問や不安など、是非お気軽にご相談ください。

日本ＦＰ協会HPより引用



500 万円
　

 インボイス制度に
支援措置があります！
　　　　

ポイン還は

国税庁HPより

　　

・

　

小規模事業者向け

　免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、
売上税額の２割を納税額とすることができます

◆ 対象者：免税事業者からインボイス発行事業者になった方
　　　　　（２年前の課税売上が 1000 万円以下等の要件を満たす方）

◆ 対象期間：令和５年 10 月１日から令和８年９月 30 日を含む課税期間
　　　　　　※個人事業者は、令和５年 10 月～ 12 月の申告から令和８年分の申告まで対象

◎納税額が売上税額の２割に軽減！

　　　　　　消費税の申告を行うためには､通常、経費等の集計
　　　　　やインボイスの保存などが必要となりますが、この
　　　　　特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要と
　　　なる売上・収入を税率毎（8％・10％）に把握するだけ
　　　でＯＫです。
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が
可能となります。

ご不明点がございましたら、お気軽に税理士法人水無瀬野まで
お問い合わせください。

財務省 HP より

中小事業者向け ◎少額取引はインボイス不要！

　１万円未満の課税仕入れ（経費等）について、インボイスの保存がなくても､帳簿の保存
のみで仕入税額控除ができるようになります！

◆ 対象者：２年前の課税売上が１億円以下または１年前の上半期（個人は１～６月）の課税
　　　　　 売上が５千万円以下の方

◆ 対象期間：令和５年 10 月１日 ～  令和 11 年９月 30 日

◆ １万円未満の判定単位：「税込１万円」に該当するかどうかは、１回の取引の課税仕入れに
                                                   係る金額（税込）が１万円未満かどうかで判定します。
　　　　　　　　　　　    １商品ごとの金額で判定するものではありません。

例

　①　12 月３日に５千円の商品を購入し、12 月 10 日に７千円の商品を購入した場合、　　　　　　　　　　　　　　　　　⬇
　　→  それぞれが税込１万円未満の取引であるため、インボイスの保存が不要
　②　５千円の商品と７千円の商品（合計１万２千円）を同時に購入した場合
　　→  税込１万円以上の取引となるため、インボイスの保存が必要

すべての方が対象 ◎少額な値引 ・返品は対応不要！

　１万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります！
振込手数料分を値引き処理する場合も対象です！

対象者：すべての方

対象期間：適用期限はありません

業種によってみなし仕入率は異なります


